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１．業務名
南風原町公共施設予約システム等導入委託業務（以下「本業務」という。）

２．目 的
本業務は、インターネットを利用した施設の予約状況確認、利用申込、利用料金の支払

い、スマートロックによる施設の施錠・解錠、利用状況の集計、申請書帳票等の出力等がで
きる公共施設予約システム（以下「本システム」という。）の導入により、施設利用者の利
便性向上と更なる利用促進を図るとともに、施設管理業務の効率化を図ることを目的とす
る。

３．契約期間
（１）本システムの構築期間

契約締結の日から令和 7年 12月 31日まで
（２）本システムの運用開始及び保守の期間

令和 8年 1月 1日から令和 10 年 12 月 31日まで（長期継続契約）

４．業務内容
本業務の範囲は、次のとおりとする。

（１）システム構築業務
① 公共施設予約システムの提供
受託者は、委託期間において機能要件、環境要件など各種要件を満たすシステムを構
築し提供すること。
② システム導入の支援
受託者は、本システムの円滑な導入のために次の技術的支援を行うこと。
ア プロジェクト管理

受託者は、各作業の進捗、工程の管理作業を行うこと。また課題が発生した場合、
対策・解決に向けての管理作業も行うこと。

イ 要件定義
受託者は、システム設定に必要な要件定義を町と協議の上、決定すること。

ウ マスタデータの登録
受託者は、システムを使用する上で必要な施設に関する情報（料金体系、貸出時

間割、休館日、備品等）や施設の種類、使用目的の種類、減免の種類等についてシ
ステムに登録すること。なお、登録項目は受託者の指定する様式に従って町が作成
する。

エ 既存予約情報の登録
既存の施設予約情報（予約施設、予約日時、利用者等）をシステムに登録するこ

と。なお、登録項目は受託者の指定する様式に従って町が作成する。
オ マニュアル作成
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受託者は、システムの運用業務を円滑に実施するために、運用業務及び施設利用
者用について町と協議し、操作マニュアルを作成すること。

カ 職員研修業務
受託者は、稼働開始日までに職員に対し操作研修を実施すること。
操作研修は、実地にて２時間程度を１回実施すること。
実施に当たっては、研修実施体制、内容、スケジュール、研修方法等を記載した

研修計画書を事前に作成し、町と協議のうえで、研修用教材の作成及び必要部数の
印刷を行うこと。

キ 設定完了報告
受託者は、本番稼働に先立ち、初期設定が正常に完了していることを書面（任意

様式）で報告し、町の承認を得ること。
ク テスト環境の設定

受託者は、キの設定完了報告の承認後、連続して14日間以上のシステムのテスト
環境を準備すること。

ケ 動作確認テストへの対応
受託者は、町がテスト環境において、町端末上でシステムの動作確認を行い、そ

の際生じた問題点・疑問点についての説明やシステムの対応を行うこと。
③ スマートロック機器の設置、システム設定
受託者は、スマートロックの対象施設については、スマートロックシステムの導入、

システム設定、機器の設置（取付工事）、通信環境の整備等、スマートロックシステム
が円滑に利用できるために必要な対応を行うこと。
なお、スマートロック対象施設は、別紙１「対象施設一覧」中スマートロック欄に「〇」

の記載がある施設とし、キーボックス型とする。また、キーボックスの設置箇所及び詳
細については、別紙２「スマートロック設置場所イメージ図」のとおりとする。
通信環境の接続方法ついては、最適な方法を提案すること。

（２）システムの提供及び保守
① 構築したシステム（キャッシュレス決済等の外部サービスを含む）を提供すること。
② システムが円滑に運用できるよう保守及びサポートを行うこと。

５．機能要件
（１）対象施設

対象施設は、別紙１「対象施設一覧」のとおりとする。
（２）基本事項

本システムは、施設利用者側の OS、ブラウザの利用状況に合わせ必要となるソフトウ
ェアのバージョンアップは、受託者の負担において行うこと。
（３）性能及び機能

本システムの性能及び機能は、別紙３「システム機能要件一覧」に記載する内容と同等
の機能を有すること。
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６．環境要件
（１）本システムは、すでに沖縄県内の市町村で導入実績のある SaaS 型またはASP 方式
による環境で提供すること。また、インターネットに接続した次の全ての環境で動作し、
全ての機能がブラウザ上で完結すること。
動作環境

（２）沖縄県情報セキュリティクラウドを経由する本町インターネット系端末及びブラウ
ザから接続可能であること。

（３）データセンター要件
本業務におけるサービスは、別紙４「データセンター機能要件一覧」を満たしたデー

タセンターから提供すること。

７．帳票要件
帳票の設定・印刷等が可能なこと。

８．運用・保守要件
本システムの運用及び保守について以下のとおりとする 。
（１）本システムは 24時間 365 日稼動すること。ただし、システムメンテナンスを実施す

る場合は、この限りではない 。
（２）システムメンテナンスを実施するために一時的にシステムを停止するときは、事前

に町に報告すること。
（３）契約期間中は、原則、システムが停止することなく稼動するよう対策を講じること。
（４）ＯＳやソフトウェア等の更新パッチ、セキュリティパッチは遅延なく適用すること。
（５）障害が発生した際に速やかに対応できる体制を作り、発生時には一時切り分けを行

うなど迅速に対応にあたること。併せて町に遅滞なく密な連絡すること。
（６）運用・保守に関する問い合わせ窓口、障害受付窓口を用意すること。窓口は、原則、

土曜・日曜・祝日及び年末年始の休日を除く、午前９時から午後５時までとする。
（７）システム障害等により緊急の対応を要する場合は、（６）の時間外であっても電話に

よる対応が可能な体制であること。
（８）その他本システムの運用、保守の内容等は、受託者選定後協議して定めるものとす

施設利用者（町民等） 施設管理者（役場）

端末 パソコン スマートフォン
タブレット

パソコン

ＯＳ Windows11/10
MacOS

Android
iOS、iPadOS

Windows11/10
WindowsServer2019

ブラウザ Microsoft Edge
Google Chrome
FireFox
Safari

Microsoft Edge
Google Chrome
FireFox
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る。

９．セキュリティ要件
（１）システムにおけるセキュリティ要件として以下の項目を満たすこと。
① 暗号化通信(ＳＳＬ)により機密情報漏えい対策を実施すること。
② クロスサイトスクリプティング、ＳＱＬインジェクション等へのセキィリティ対
策を講じること。
③ メール送信ドメイン認証（ＳＰＦ、ＤＫＩＭ、ＤＭＡＲＣ）等を適切に設定するこ
と。
④ 沖縄県情報セキュリティクラウドが提供するセキュリティ環境及び CDN等につ
いて対応すること。
⑤ 発生した脆弱性に対しては随時対応を実施すること。
⑥ 職員用端末（管理者側）で管理者機能を使用する際は、IDとパスワードで個人認
証による運用を行い、ID・パスワードが漏洩しても、本町インターネット系端末でな
いパソコン等からの「管理者機能」を利用できない構造（IPアドレスによる制御等）
とすること。
⑦ 利用者情報の操作については、不要な職員が操作できないように権限の設定を行
うとともに、必ず操作履歴を残すこと。
⑧ １日一回以上、日時３世代程度のバックアップを取得し、任意の時点へリストアが
行えること。また、バックアップシステムにおいても情報漏洩や改ざん等が行われな
いよう、セキュリティ対策を行うこと。
⑨ アクセスログや操作ログの収集、提供及び必要に応じて解析を行うこと。

（２）コンピュータウィルス対策
本業務の実施に当たり、受託者はコンピュータウィルスの感染を防止し、かつ、コンピ

ュータウィルスが発生した場合の被害を防止するために、次に掲げる項目を守らなけれ
ばならない。
① コンピュータウィルスの感染予防及び検出のために必要な対策を行うこと。
② インターネットを利用するパソコン及びサーバにコンピュータウィルス対策ソフ
ト又はインターネットとの通信を経由する情報機器にコンピュータウィルス対策ソ
フト対策を導入すること。
③ コンピュータウィルス対策ソフトのパターンファイルは、常に最新の状態を保つ
こと。
④ 最新のパターンファイルを利用して、定期的にコンピュータウィルスの検出を行
うこと。
⑤ 必要なセキュリティパッチをパソコン及びサーバに適用すること。

（３）ネットワーク管理
ネットワークを管理する受託者は、ネットワークの可用性の確保及びネットワークを

利用した不正アクセスを防止するための措置を講じなければならない。
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（４）セキュリティ事故時の対応
受託者は情報セキュリティ事故の発生に迅速に対応し、被害の拡大を防止するととも

に再発を防止するため、次に掲げる項目を守らなければならない。
①セキュリティ事故の発生により、システムに影響あった場合は、速やかに町に報告
し、回復処理を講じること。
②セキュリティ事故の発生を想定し、次に掲げる項目の対応手順を事前に作成するこ
と。
ア 原因の究明
イ 履歴及びそれに該当する証拠物件の収集及び保管
ウ システム回復手順

10．その他要件
（１）安全性
① 個人情報の漏洩、データの改ざん・破壊防止などに対するセキュリティ管理に加
え、ハッカーやクラッカー等に対するセキュリティ管理が図られていること。
② 受託者による操作には、個人認証（ユーザーID、パスワード入力）を必要とし、個
人情報の取り扱いに配慮すること。

（２）将来性
ブラウザのバージョンアップ等による利用環境の変化や組織変更によるマスター変更

の他、将来的に複数施設の追加等に対して、広く対応可能であり、応用できること。また、
マイナンバーカード認証やキャッシュレス手段の追加など常に機能拡張できるようなシ
ステムであること。
（３）可用性

各々の機能が、業務上支障のない範囲での処理時間、応答時間となるように考慮し、シ
ステムが継続して安定的に稼働すること。
（４）拡張性

法律及び条令改正等によるプログラムの変更等に柔軟に対応可能なシステム構成とす
ること。

11．成果品
本業務におけるマニュアル等の成果品は次のとおりとする。
【成果品】
（１）打合せ議事録
（２）システム管理者操作説明書
（３）施設管理者操作説明書
（４）施設利用者向け操作説明書（Web 説明書含む）
（５）機能仕様書
（６）施設マスタデータ登録内容一覧
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（７）操作研修会説明資料
（８）その他本業務で作成した資料

ただし、（２）システム管理者操作説明書、（３）施設管理者操作説明書、（４）施設利
用者向け操作説明書（Web 説明書含む）については、単なる操作説明やボタンの説明で
はなく、操作者のアクションベース（施設を予約するにはどうするか、減免区分を設定す
るときはどうするかなど）で作成すること。

【納品方法】 紙媒体及び電子媒体（PDF形式）とする。
【納品部数】 製本４部及びCD－ROM１枚
【納品期限】 契約期日までに納品すること。
【納 品 先】 南風原町総務部企画財政課

12．個人情報の取扱いにおける遵守事項
（１）個人情報の使用及び管理

借用した個人情報の使用及び管理は、厳重かつ適正に行うこと。なお、本業務を適正
に遂行するために、臨時職員の雇用又は業務の再委託を実施する場合は、町に書面にて
報告し承諾を得るとともに、臨時職員及び再委託先に対しても、個人情報の適正な使用
及び管理が行われるよう監督するものとする。

（２）個人情報の記録の複写及び複製の禁止
借用した個人情報を含むすべての記録については、システム障害時の復旧用を除き、

いかなる形態でも複写及び複製してはならない。
（３）個人情報の委託目的以外の使用及び第三者への提供の禁止

借用した個人情報については、本業務の遂行以外には利用してはならない。また、本
業務の遂行に関係のない第三者に対して提供してはならない。

（４）個人情報の記録の適正な使用、保管及び搬送
借用した個人情報の使用、保管及び搬送にあたっては、細心の注意を払って行わなけ

ればならない。
（５）借用した個人情報の返還義務

借用した個人情報は、町から借用した時点と同一の記録状態及び形態で、借用期限内
に返却しなければならない。

（６）事故発生時の報告及び対応
万一、借用した個人情報の漏洩や流出、使用目的以外の利用が認められた場合は、速

やかに町に対して文書で報告するとともに、その後の措置は、町の指示に従うこと。ま
た、受託者の責に起因する事故により、損害が生じた時、町は受託者に対し損害の賠償
を請求することができるものとする。
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13．情報提供
町が施設予約システムに関して、情報提供を求めた場合は応じること。但し、その情報

が受託者の不利益になる場合は協議するものとする。

14．次期システムへの移行
本業務の契約終了時、次期システムへの移行等に関し、町や関係事業者等からの求めら

れた場合には、システムに関する情報開示やデータベースからのコンテンツのエクスポー
ト等を無償で行うこと。


